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招集ご通知

証券コード　3565
2026年４月13日

(電子提供措置の開始日2026年４月７日)
株　主　各　位

東京都千代田区神田練塀町３番地
ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社
代表取締役社長 松 浦 崇

第18期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の
ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
　当社ウェブサイト　https://www.ascentech.co.jp/ir/meeting.html
　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。
　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※東証ウェブサイト上で招集ご通知を閲覧される場合、上記URLにアクセス後、次の手順にしたがっ
て操作をお願いいたします。

１．コード「3565」で検索後、アセンテックの「基本情報」ボタンを押下
２．「縦覧書類／PR情報」タブを押下
３．「・[株主総会招集通知／株主総会資料]」の「情報を閲覧する場合はこちら」を押下

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2026年４月27日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげま
す。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2026年４月28日（火曜日）午後１時
２．場 所 東京都千代田区神田練塀町３番地　富士ソフトアキバプラザ７階　ＥＸルーム１

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報 告 事 項 第18期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）事業報告、連結計算書類及

び計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。
　書面によって議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成
の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに
おいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送り
いたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づ
き、お送りする書面には記載しておりません。

連結計算書類の「連結注記表」
計算書類の「個別注記表」

　したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査
等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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当事業年度の事業の状況

( 2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2025年２月１日～2026年１月31日）は、引き続き、ワークスタイルとし
てハイブリッドワークの定着が進んでいると考えております。さらに、サイバーセキュリティ
の脅威の高まりから、セキュリティを守りつつテレワークが可能な仮想デスクトップの需要も
引き続き、拡大していると考えております。
　また、新たなサイバー攻撃のリスクが高まり、従来と異なるセキュリティ対策の強化が求め
られ、新たなセキュリティシステムの需要が高まると予測しています。この予測のもと当社で
は、当連結会計年度より事業領域を見直すことといたしました。従来の「仮想デスクトップ」
「クラウドインフラ」はそのままに、「クラウドサービス」を別の事業領域に組替え、新たに
「ゼロトラストセキュリティ」という事業領域を設けることとしました。
　当連結会計年度においては、事業戦略の一つである「M&A、戦略的事業提携による事業拡
大の実現」において、Cloud Software Group, Inc.（本社：米国フロリダ州フォートローダ
ーデール、以下CSG社）との資本業務提携により、株式会社CXJを設立し、2025年３月３日
より業務を開始いたしました。さらにゼロトラストセキュリティ事業領域では、米大手データ
セキュリティカンパニーForcepoint社の国内総代理店として事業拡大に向けた活動を開始し
ました。また、株式会社ソリトンシステムズと製品連携により自治体ガイドライン準拠の「分
離環境アクセスソリューション」での協業や、エイチ・シー・ネットワークス株式会社とネッ
トワークのトータルソリューション分野での協業を開始しました。さらには、新たな自社製品
として、バーチャルヒューマン向けに最適化された AI 基盤として「Edge AI Array」を発表
します。
　「ストックビジネスを拡大し持続的成長企業の実現」においては、引き続き、金融機関、医
療、地方公共団体等、業界に特化し、その業界における、お客様導入事例の横展開を図り、
「リモートPCアレイ」などの自営保守サービスを含めた自社製品の売上拡大に注力したこと
などにより、当連結会計年度においては、売上ベースで2,119,181千円となりました。また、
新規受注ベースでも2,478,400千円となり、今後の売上、利益に寄与してまいります。
　当連結会計年度の売上高におきましては、仮想デスクトップ事業領域において、前連結会計
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当事業年度の事業の状況

年度と比べ、新設子会社の株式会社CXJの事業開始による仮想デスクトップソフトウェアの売
上がグループの売上に加わったことや、クラウドインフラ／ゼロトラストセキュリティ事業領
域も好調に推移し、大幅な増収の要因となっております。
　利益面におきましては、増収の影響から仮想デスクトップ事業領域の売上総利益が伸びたこ
とや、クラウドインフラ事業領域の自社製品である「リモートPCアレイ」が、総務省の新ガ
イドラインに沿って地方自治体での導入が進んだことで、売上、利益ともに増加しています。
また、CSG社との戦略的な資本業務提携の契約条件に沿った大型案件獲得に伴う収益もあり、
大幅な増益となっております。
　これらの結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高17,254,054千円（前期比18.3％
増）、営業利益2,840,600千円（前期比227.3％増）、経常利益2,894,065千円（前期比
137.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,059,334千円（前期比139.6％増）となり
ました。
　なお、当社グループはITインフラ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は
省略しております。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資は、工具、器具及び備
品、ソフトウェアなど総額131,928千円となっております。

③　資金調達の状況
　当社は、新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴い、238,434千円を調達しまし
た。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　当社の連結子会社であります株式会社ワンズコーポレーションと株式会社エスアイピーは、
2025年９月30日付で、株式会社ワンズコーポレーションを存続会社、株式会社エスアイピー
を消滅会社とする吸収合併を行っております。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第15期
(2023年１月期)

第16期
(2024年１月期)

第17期
(2025年１月期)

第18期
（当連結会計年度）
(2026年１月期)

売 上 高(千円) － 6,226,367 14,586,903 17,254,054

経 常 利 益(千円) － 702,253 1,218,345 2,894,065

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円) － 480,600 859,628 2,059,334

１株当たり当期純利益 (円) － 36.21 63.82 144.09

総 資 産(千円) － 4,621,571 9,309,625 35,266,449

純 資 産(千円) － 3,120,869 4,202,964 6,206,534

１株当たり純資産額 (円) － 234.63 299.92 433.44

区 分 第15期
(2023年１月期)

第16期
(2024年１月期)

第17期
(2025年１月期)

第18期
（当事業年度）
(2026年１月期)

売 上 高(千円) 6,315,319 6,228,767 13,929,670 14,151,623

経 常 利 益(千円) 617,663 684,799 1,164,638 1,069,211

当 期 純 利 益(千円) 439,839 466,506 829,087 798,134

１株当たり当期純利益 (円) 32.90 35.14 61.55 55.84

総 資 産(千円) 3,897,415 4,604,778 9,061,197 15,025,057

純 資 産(千円) 2,639,473 3,106,775 4,158,329 4,900,700

１株当たり純資産額 (円) 198.52 233.57 296.73 342.25

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）第16期が連結初年度となりますので、第15期については記載しておりません。

②　当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ブレイクアウト 10百万円 100％ 情報セキュリティ製品の
開発、販売

株式会社ワンズコーポレーション 20百万円 100％
ITコンサルからシステム
開発、ネットワーク構
築、IT人材サービス

株式会社CXJ 101百万円 100％

Citrix製品の販売、サポー
トサービスの提供、及び
仮想デスクトップに関連
する製品開発、販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）株式会社ワンズコーポレーションと株式会社エスアイピーは、2025年９月30日付で、株式会社ワンズコ
ーポレーションを存続会社、株式会社エスアイピーを消滅会社とする吸収合併を行っております。

③　事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

⑷　対処すべき課題
　当社の対処すべき課題は、「中期経営計画Ascentech Vision2030」で発表した次の３つの成
長戦略を課題と認識し、取り組んでまいります。
①　価値創造を軸に製品力を強化し、利益成長を実現

・ AI事業に参入： 「Edge AI Array」 を発表
・ 自社製品「リモートPCアレイ」シェア拡大： 自治体、金融機関での利用加速
・ ストックビジネスの拡大： 先進サブスクリプションサービス
・ CSG社の国内事業を担当する、株式会社CXJの事業を拡大

②　M&A及び戦略的事業提携による事業拡大を実現
・ 事業成長の加速戦略としてM&Aを実施
・ 高収益自社製品ラインナップ強化に向けた戦略的事業提携を実施
・ 全国レベルの販売網確保に向けた戦略的事業提携を実施

③　堅牢な経営基盤の構築を進め、持続的成長を実現
・ AI人材と経営幹部を継続的に育成する、次世代型の人材・組織基盤の強化
・ 株価向上に向けた戦略的イニシアチブ
・ 持続可能な組織運営の柱としてESG経営を深化させ、ガバナンス・リスク管理を強化

⑸　主要な事業内容（2026年１月31日現在）
当社の主な事業は、ITインフラ事業であります。

〔ITインフラ事業〕
　当社の事業セグメントは、単一のITインフラ事業であります。ITインフラ事業は、仮想デス
クトップ事業、クラウドインフラ事業、ゼロトラストセキュリティ事業の３つの事業領域で構
成しております。

本 社 東京都千代田区

事 業 所 東京都台東区

⑹　主要な事業所（2026年１月31日現在）
①　当社
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

株式会社ブレイクアウト 本社（東京都千代田区）

株式会社ワンズコーポレーション 本社（東京都千代田区）

株式会社CXJ 本社（東京都千代田区）

使用人数 前連結会計年度末比増減

177名 12名増

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

88名 4名減 39.6歳 8.9年

②　子会社

⑺　使用人の状況（2026年１月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）当社グループは、ITインフラ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

②　当社の使用人の状況

⑻　主要な借入先の状況（2026年１月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

２．株式の状況（2026年１月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 44,768,000株

⑵　発行済株式の総数 14,580,000株

⑶　株主数 4,358名

株 主 名 持 株 数 （ 株 ） 持 株 比 率 （ ％ ）

合同会社ルビィ 3,330,000 23.26

佐藤　直浩 1,001,200 6.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 789,800 5.52

松浦　崇 747,000 5.22

RAYMOND JAMES & ASSOCIATES,INC.CLIENTS 700,000 4.89

野村證券株式会社 549,388 3.84

ヨシダ　トモヒロ 437,200 3.05

大田　宜明 435,400 3.04

永森　信一 431,600 3.01

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 431,134 3.01

（注）ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は324,400株増加しております。

⑷　大株主

（注）１．上記上位10名の株主の持株数は、2026年１月31日現在の株主名簿上の持株数であります。
２．持株比率は自己株式（261,082株）を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　当社は、2026年３月17日開催の取締役会において、2026年５月１日付で普通株式１株を３株
に株式分割することを決議し、あわせて、会社法第184条第２項の規定に基づき発行可能株式総
数について当社定款を変更いたします。
　これにより、発行可能株式総数は134,304,000株に、発行済株式の総数は43,740,000株とな
ります。
　なお、本件株式分割は、基準日が2026年４月30日であるため、本事業報告における株式数に
係る実績値については、本件株式分割前の株式数を基準として記載をしております。
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新株予約権等の状況

３．新株予約権等の状況
　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
の状況
該当事項はありません。
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 佐 藤 直 浩 株式会社ブレイクアウト　代表取締役社長
株式会社ワンズコーポレーション　取締役

代 表 取 締 役 社 長 松 浦 　 崇 株式会社ワンズコーポレーション　取締役

取 締 役 萬 　 歳 　 浩 一 郎
栄進商事株式会社　取締役
株式会社システム・ビット　取締役
株式会社アイサット　代表取締役社長

取 締 役 彭 　 雅 秀 株式会社スプレンデオ　代表取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 松 田 英 典

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 吉 井 　 清 吉井公認会計士事務所　所長

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 高 谷 英 一 ニューグラス株式会社　代表取締役社長

４．会社役員の状況
⑴　取締役の状況（2026年１月31日現在）

（注）１. 取締役萬歳浩一郎、彭雅秀の両氏は社外取締役であります。
２. 監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏は、社外取締役であります。
３. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督

機能を強化するために松田英典氏を常勤の監査等委員として選定しております。
４. 当社は、取締役彭雅秀並びに監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５. 監査等委員吉井清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
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⑶　役員等賠償責任保険契約の概要等
　当社は、優秀な人材の確保、職務の執行における委縮の防止のため、保険会社との間で役員等
賠償責任保険契約を締結しております。その契約の概要等は以下のとおりです。
①　被保険者の範囲

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）、監査等委員である取締役
②　保険契約の内容の概要

(イ) 被保険者の実質的な保険等負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。

(ロ) 塡補の対象となる保険事故の概要
　特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について塡補する。た
だし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。

－ 13 －
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区 分 報酬等の総額
(千円)

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報  酬  等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く。）
（う　ち　社　外　取　締　役）

34,800
（4,650）

34,800
（4,650） － － ４

（２）
監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

6,600
（6,600）

6,600
（6,600） － － ３

（３）
合 計
（う　ち　社　外　役　員）

41,400
（11,250）

41,400
（11,250） － － ７

（５）

⑷　取締役の報酬等
①　当連結会計年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2020年４月22日開催の第12期定時株主総会におい

て、年額120百万円以内（うち社外取締役分を年額30百万円以内。ただし、使用人分給与は含まな
い。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は
４名（うち社外取締役２名）であります。また、取締役の報酬限度額とは別枠で、譲渡制限付株式の
付与のために支給する金銭報酬債権の総額を、2022年４月26日開催の第14期定時株主総会におい
て、年額20百万円以内（年30,000株以内）と決議いただいており、当該株主総会終結時点の取締役
（監査等委員を除く。）の員数は２名であります。

３. 当社は、役員の退職給付に充てるため確定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制にて導入してお
ります。当社の確定拠出制度への要拠出額はありませんが、前払退職金制度の支給額は120千円であ
ります。上記の報酬等の額には、前払退職金制度の支給額も含めております。

４. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年４月22日開催の第12期定時株主総会において、年
額20百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数
は３名であります。

②　当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

③　社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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⑸　取締役の報酬等の決定に関する方針
①　基本方針

　当社は取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その
概要は以下のとおりであります。
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針としております。
　取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成しております。
　なお、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、その職務に鑑み、
基本報酬のみ支払うこととしております。
　基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績への貢献度合い、従業
員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、決定しております。
　業績連動報酬等については、重要な経営指標である経常利益の期初予算に対する達成状況等
から取締役への業績賞与の支給有無及び支給額を決定しております。
　非金銭報酬等は、中長期の会社の価値及び株価の向上並びに株主視点を重視した経営を意図
して譲渡制限付株式の付与により支給することとし、役位、職責、当社の業績への貢献度合
い、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して、決定しております。

②　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当連結会計年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動とし
て、各役員の個別の報酬等は役位、職責、当社の業績への貢献度合い、従業員給与の水準を考
慮し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会において、社外取締役と協議
した後、代表取締役社長　松浦崇氏に一任することを決議した上で決定しております。個人別
の報酬決定を代表取締役社長に委任する理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の評
価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

③　当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断
した理由

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、社外取締役と協議した後、代表取締役
社長に一任することを決議した上で決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に
沿うものであると判断しております。なお、監査等委員の報酬は、株主総会の決議により定め
られた監査等委員の報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。

－ 15 －
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主 な 活 動 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 萬   歳   浩 一 郎

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とそ
の経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程にお
いて、助言・提言を期待され選出されております。取締役会におい
て、独立した客観的な立場から適宜質問を行い、助言・提言を行って
おります。

取締役 彭 雅 秀

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事した経験や、豊富な知見
を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程におい
て、助言・提言を期待され選出されております。取締役会において、
独立した客観的な立場から適宜質問を行い、助言・提言を行っており
ます。

　2021年12月に指名・報酬諮問委員会を設置したことから、今後の取締役の個人別の報酬等
の内容の決定においては、指名・報酬諮問委員会からの答申内容に基づき、取締役会において
審議した後、代表取締役社長に一任することを決議した上で決定してまいります。

⑹　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役萬歳浩一郎氏は、栄進商事株式会社の取締役、株式会社システム・ビットの取締役及
び株式会社アイサットの代表取締役社長であります。栄進商事株式会社、株式会社システ
ム・ビット及び株式会社アイサットと当社との間には特別の関係はありません。

・取締役彭雅秀氏は、株式会社スプレンデオの代表取締役であります。株式会社スプレンデオと
当社との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）吉井清氏は、吉井公認会計士事務所の所長であります。吉井公認会計
士事務所と当社との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）高谷英一氏は、ニューグラス株式会社の代表取締役社長であります。
ニューグラス株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

②　社外役員の当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行っ
た職務の概要
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主 な 活 動 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る
役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役
（監査等委員） 松 田 英 典

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
また、当事業年度において開催された監査等委員会14回の全てに出
席いたしました。IT業界における豊富な事業経験とその経験を通し
て培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観
的に社外取締役として期待される役割を果たしております。取締役会
において、独立した客観的な立場から適宜質問を行い、助言・提言を
行っております。また、監査等委員会においては監査結果についての
意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

取締役
（監査等委員） 吉 井 　 清

当事業年度に開催された取締役会14回のうち、10回に出席いたしま
した。また、当事業年度において開催された監査等委員会14回のう
ち、10回に出席いたしました。公認会計士としての財務及び会計に
関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的
立場から客観的に社外取締役として期待される役割を果たしておりま
す。取締役会において、公認会計士としての財務及び会計に関する専
門的見地や豊富な監査経験から当社の経営全般について活発に発言を
行っております。また、監査等委員会においては監査結果についての
意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

取締役
（監査等委員） 高 谷 英 一

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。
また、当事業年度において開催された監査等委員会14回の全てに出
席いたしました。IT業界における豊富な事業経験とその経験を通し
て培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観
的に社外取締役として期待される役割を果たしております。取締役会
において、独立した客観的な立場から適宜質問を行い、助言・提言を
行っております。また、監査等委員会においては監査結果についての
意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、取締役会決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,700千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,700千円

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認
められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査
等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役及び使用人は行動規範に基づいて、高い倫理観と良心をもって職務執行にあたり、

法令・定款及び社内諸規程を遵守するとともに、社会規範に沿った責任ある行動をとるも
のとします。コンプライアンス体制の維持・構築については、代表取締役を責任者とする
「内部監査委員会」を設置し、内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、取締役及び使
用人の職務の執行に関する状況把握、監視、対応を定期的に行い、代表取締役に報告する
ものとします。

(ロ) 取締役を責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス規程に基づい
て、取締役及び使用人がコンプライアンスの意識を高めるための社内教育、研修を定期的
に行うものとします。また、内部監査担当者は、コンプライアンス委員会の活動状況を定
期的に監査するものとします。

(ハ) 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報規程に基づき内
部通報制度を構築するものとします。

(ニ) 取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委
員会を設置し、取締役の指名及び報酬の決定に係る透明性と客観性を高めるものとしま
す。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 取締役は、その職務の執行に係る情報を、文書保存管理規程等に基づき、担当職務に従い

適切に保存・管理します。
(ロ) 必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、閲覧可能な状態を維持します。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 危機管理体制については、リスク管理を統括する組織として取締役を責任者とするリスク

管理委員会を設置します。また、リスク管理委員会は、具体的なリスクを想定、分類し、
有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するものとします。さらにリスク管
理委員会は定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告するものとします。

(ロ) 内部監査委員会はリスク管理委員会の活動状況を定期的に監査するものとします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役等の職務分掌に基づき、代
表取締役及び業務担当取締役に業務の執行を行わせます。代表取締役及びその他の業務執行を
担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項について、職務権限規程等に定める手続に
より必要な決定を行います。これらの規程は、法令の改廃に伴う変更や職務執行の効率化を図
る必要がある場合は、随時見直します。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における企業価値向上及び業務の適正を確保するための体
制
(イ) 当社は、当社及び子会社等の遵法体制、業務の適正を確保するための体制整備に関する指

導及び支援を行います。
(ロ) 当社は、当社及び子会社等における経営の健全性及び効率性の向上を図るため、子会社等

と事業運営に関する重要な事項について定期的に情報交換及び協議を行います。

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
(イ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて人員

を配置します。
(ロ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、補助すべき使用人が兼

任で監査等委員会補助業務を担う場合には、監査等委員会の指揮命令に関し、取締役以下
補助すべき使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととします。

(ハ)補助すべき使用人の人事に関しては、事前に監査等委員会と協議し、同意を得ます。

⑦　監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等
委員会への報告に関する体制
(イ) 取締役並びに子会社の取締役は、取締役会等を通じて、監査等委員会に対して重要な報告

及び情報提供を行う体制を整備します。
(ロ) 取締役並びに子会社の取締役は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を

行います。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員は、取締役会及びその他重要な経営会議に出席し、意見を表明します。監査等委
員は、代表取締役と定期的に会合を行い、経営上の課題、会社を取り巻くリスク及び監査上の
重要な課題等について意見を交換し、相互の意思疎通を図ります。また、監査等委員会は、内
部監査担当者と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて監査法人、顧
問弁護士と意見交換等を実施できるものとします。

⑨　監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利益な処遇は行わない。

⑩　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(イ) 監査等委員の職務の執行について生ずる年間費用については一定の予算を定める。
(ロ) 監査等委員より当該費用の請求を受けたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でない

と認められる場合を除き、会社法第399条の２第４項に基づき当該費用及び債務を適切に
処理する。

⑪　反社会的勢力排除に向けた体制
　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力との関係を一切持たないこと、不
当な要求を受け入れないことを基本方針とし、すべての取締役及び使用人に周知徹底します。
　また、顧問弁護士、警察等の外部の専門家とも連携し、体制を整備し、組織全体で毅然とし
た対応をします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　コンプライアンス体制について
　当社は、企業価値の持続的向上のためには、当社グループの全社的なコンプライアンス体制
の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹
底と遵守を図っております。また、コンプライアンス委員会を設置し、研修等必要な諸活動を
推進、管理しております。

②　リスク管理について
　当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、当社グループの全社的
なリスク管理体制の強化を図っております。また、リスク管理委員会を設置し、原則として四
半期に１回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対
応を検討しております。

③　取締役の職務の執行について
　当社の取締役会は取締役７名により構成されており、月１回定時取締役会を開催しているほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要な意思
決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し、当社グループの経営の
効率性及び透明性を確保できるよう努めております。

④　監査等委員の職務の執行について
　当社の監査等委員会は３名で構成されており、うち３名が社外取締役、社外取締役のうち１
名は常勤監査等委員であります。監査等委員会は原則として、月１回開催し、監査状況の確認
及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求め
ております。
　また、各監査等委員は、監査等委員会で策定された監査等委員会規程及び監査計画に基づ
き、取締役会及び経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、
取締役及び各部門にヒアリングを行い、経営に対して適正な監視を行うこととしております。
さらに、内部監査人及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っ
ております。

７．会社の支配に関する基本方針
　当社は、現時点で当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては特に定めておりません。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　 産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

長 期 前 払 費 用

そ の 他　

29,941,974

12,576,706

11,023,579

685,639

27,369

3,713,808

1,914,871

5,324,475

126,776

46,801

79,975

156,314

60,096

96,218

5,041,384

372,351

158,727

4,335,015

175,288　

（負　 債　  の　  部）

流 動 負 債 19,642,396

買 掛 金 14,344,319

未 払 金 2,561,993

未 払 法 人 税 等 774,390

契 約 負 債 1,353,302

そ の 他 608,390

固 定 負 債 9,417,518

退 職 給 付 に 係 る 負 債 28,695

長 期 未 払 金 9,352,199

そ の 他 36,624

負 債 合 計 29,059,915

（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）

株 主 資 本 6,219,982

資 本 金 554,629

資 本 剰 余 金 565,451

利 益 剰 余 金 5,337,580

自 己 株 式 △237,680

その他の包括利益累計額 △13,447

その他有価証券評価差額金 △4,278

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △9,168

純 資 産 合 計 6,206,534

資 産 合 計 35,266,449 負 債 ・ 純 資 産 合 計 35,266,449

連　結　貸　借　対　照　表
（2026年１月31日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

( 2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 17,254,054
売 上 原 価 13,193,126
売 上 総 利 益 4,060,928
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,220,327
営 業 利 益 2,840,600
営 業 外 収 益

受 取 利 息 35,722
受 取 配 当 金 11,560
受 取 賃 貸 料 46,906
そ の 他 2,976 97,165

営 業 外 費 用
為 替 差 損 42,486
そ の 他 1,213 43,700

経 常 利 益 2,894,065
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 106,373
新 株 予 約 権 戻 入 益 1,732 108,106

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 44,358 44,358

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,957,813
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 948,613
法 人 税 等 調 整 額 △50,134 898,479
当 期 純 利 益 2,059,334
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,059,334

連　結　損　益　計　算　書

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで )

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 435,412 446,234 3,488,164 △237,579 4,132,233

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 119,217 119,217 238,434

剰 余 金 の 配 当 △209,918 △209,918

自 己 株 式 の 取 得 △101 △101

親会社株主に帰属する当期純利益 2,059,334 2,059,334

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 119,217 119,217 1,849,415 △101 2,087,748

当 期 末 残 高 554,629 565,451 5,337,580 △237,680 6,219,982

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益
その他の包括
利 益 累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 61,393 3,711 65,105 5,625 4,202,964

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 238,434

剰 余 金 の 配 当 △209,918

自 己 株 式 の 取 得 △101

親会社株主に帰属する当期純利益 2,059,334

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △65,672 △12,880 △78,552 △5,625 △84,178

当 期 変 動 額 合 計 △65,672 △12,880 △78,552 △5,625 2,003,570

当 期 末 残 高 △4,278 △9,168 △13,447 － 6,206,534

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他
固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

そ の 他　

13,692,422
5,598,633

6,977,040

685,639

17,283

155,177

36,825

221,822
1,332,634

102,971
30,972

71,998
1,297
1,297

1,228,365
372,351

563,840

24,220

92,663

53,445

121,843　

（負　 債　  の　  部）
流 動 負 債 10,056,978

買 掛 金 8,362,026
未 払 金 94,633
未 払 費 用 12,598
未 払 法 人 税 等 158,204
契 約 負 債 1,349,635
預 り 金 2,537
前 受 収 益 12,298
そ の 他 65,043

固 定 負 債 67,379
そ の 他 67,379

負 債 合 計 10,124,357
（ 純 　 資 　 産 　 の 　 部 ）
株 主 資 本 4,914,147

資 本 金 554,629
資 本 剰 余 金 565,451
資 本 準 備 金 541,629
そ の 他 資 本 剰 余 金 23,822

利 益 剰 余 金 4,031,746
そ の 他 利 益 剰 余 金 4,031,746
繰 越 利 益 剰 余 金 4,031,746

自 己 株 式 △237,680
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △13,447
その他有価証券評価差額金 △4,278
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △9,168

純 資 産 合 計 4,900,700
資 産 合 計 15,025,057 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,025,057

貸　借　対　照　表
（2026年１月31日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

( 2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 14,151,623
売 上 原 価 12,503,379
売 上 総 利 益 1,648,244
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 785,858
営 業 利 益 862,385
営 業 外 収 益

受 取 利 息 14,646
受 取 配 当 金 10,064
為 替 差 益 107,013
受 取 賃 貸 料 73,627
そ の 他 2,675 208,028

営 業 外 費 用
株 式 交 付 費 1,159
そ の 他 44 1,203

経 常 利 益 1,069,211
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 1,732
投 資 有 価 証 券 売 却 益 106,373 108,106

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 44,358 44,358

税 引 前 当 期 純 利 益 1,132,959
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 343,220
法 人 税 等 調 整 額 △8,395 334,824
当 期 純 利 益 798,134

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

( 2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 435,412 422,412 23,822 446,234 3,443,530 3,443,530 △237,579 4,087,598
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 119,217 119,217 119,217 238,434
剰 余 金 の 配 当 △209,918 △209,918 △209,918
自 己 株 式 の 取 得 △101 △101
当 期 純 利 益 798,134 798,134 798,134
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 119,217 119,217 － 119,217 588,215 588,215 △101 826,548
当 期 末 残 高 554,629 541,629 23,822 565,451 4,031,746 4,031,746 △237,680 4,914,147

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 61,393 3,711 65,105 5,625 4,158,329
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 238,434
剰 余 金 の 配 当 △209,918
自 己 株 式 の 取 得 △101
当 期 純 利 益 798,134
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △65,672 △12,880 △78,552 △5,625 △84,178

当 期 変 動 額 合 計 △65,672 △12,880 △78,552 △5,625 742,370
当 期 末 残 高 △4,278 △9,168 △13,447 － 4,900,700

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

－ 28 －
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 谷  　 績
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 山  誠 一 郎

独立監査人の監査報告書
2026年３月31日

アセンテック株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、アセンテック株式会社の２０２５年２月１日
から２０２６年１月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、アセンテック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 29 －
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書
類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。
　監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監
査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以 上

－ 30 －
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会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 奥 谷  　 績
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 須 山  誠 一 郎

独立監査人の監査報告書
2026年３月31日

アセンテック株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、アセンテック株式会社の２０２５年２
月１日から２０２６年１月３１日までの第１８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告

－ 31 －
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注
記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第18期事業年度における取締役の職務

の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
　①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告

－ 33 －
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監査等委員会の監査報告

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月31日

ア セ ン テ ッ ク 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 松 田 英 典 ㊞
監 査 等 委 員 吉 井 　 清 ㊞
監 査 等 委 員 高 谷 英 一 ㊞

(注)　監査等委員　松田英典、吉井清及び高谷英一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す
る社外取締役であります。

以　上

－ 34 －
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剰余金処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様に対する利益還元と同時に、財務体質の強化や事業拡大及び競争力の確保を経
営の重要課題として位置づけております。当社の配当に関する基本方針は、株主の皆様に対する利益
還元を重要な経営課題と認識しつつ、財務状況、資金需要等を総合的に勘案し、戦略的投資として活
用する内部留保とのバランスをとりながら、経営成績に合わせた利益配分を基本方針としておりま
す。
　内部留保資金については、持続的な成長に向けた戦略的な事業投資及び研究開発投資等に活用して
まいります。
　この方針に基づき、当事業年度の業績と今後の事業展開等を総合的に勘案しました結果、以下のと
おり、第18期の期末配当をいたしたいと存じます。
・期末配当に関する事項
①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金30.0円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は429,567,540円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2026年４月30日といたしたいと存じます。

－ 35 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

１
さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
なお

直
 

　
ひろ

浩
(1958年７月８日)

    1981年    4 月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社
    1988年    11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
    2006年    8 月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社
    2006年    8 月 Guest-Tek Interactive Entertainment 

Ltd. (Canada) 取締役 就任
    2006年    10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ

取締役社長 就任
    2009年    2 月 当社代表取締役社長 就任
    2009年    2 月 ㈱エム・ピー・ホールディングス

代表取締役社長 就任
    2023年    4 月 当社取締役会長 就任（現任）
    2023年    8 月 ㈱ブレイクアウト 代表取締役社長 就任

（現任）
    2023年    12月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任
    2023年    12月 ㈱エスアイピー 取締役 就任
    2024年    2 月 ㈱ワンズコーポレーション

代表取締役社長 就任
    2024年    2 月 ㈱エスアイピー

代表取締役社長 就任
    2025年    9 月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任

（現任）

1,001,200株

（重要な兼職の状況）
㈱ブレイクアウト 代表取締役社長
㈱ワンズコーポレーション 取締役

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）４名は、本総会終結の時
をもって任期満了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、当社では、取締役の指名について公正性及び透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問
機関であり半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は、指
名・報酬諮問委員会に諮問したうえで、取締役候補者を決定しております。また、本議案につきまし
て、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘すべき事項はございませんでした。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 36 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

２
まつ

松
 

　
うら

浦
 

　
 

　
 

　
たかし

崇
(1968年９月19日)

    1991年    4 月 日本ユニシス㈱（現BIPROGY㈱）入社
    2001年    7 月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 

入社
    2006年    2 月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 入社

ソリューション本部本部長 就任
    2009年    2 月 当社取締役ソリューション本部長 就任
    2009年    10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス 取締役

就任
    2013年    4 月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 

就任
    2020年    2 月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任
    2023年    4 月 当社代表取締役社長 就任（現任）
    2025年    9 月 ㈱ワンズコーポレーション 取締役 就任

（現任）

747,000株

（重要な兼職の状況）
㈱ワンズコーポレーション 取締役

3
ぺん

彭
 

　
や

雅
 

　
しょう

秀
(1972年５月31日)

    1998年    4 月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
    2004年    4 月 アイ・ビー・エム・アジア・パシフィッ

ク・サービス㈱ 出向
    2006年    3 月 ㈱リクルート 入社
    2007年    8 月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
    2012年    10月 プレゼンス・ジャパン 代表 就任
    2022年    12月 ㈱スプレンデオ 代表取締役 就任（現任）
    2023年    4 月 当社社外取締役 就任（現任）

－株

（重要な兼職の状況）
㈱スプレンデオ 代表取締役

4
いわ

岩
 

　
さき

崎
 

　
 

　
 

　
りょう

遼
(1984年１月17日)

    2006年    4 月 富士ソフト㈱ 入社
    2011年    1 月 アセンテック㈱ 入社
    2020年    2 月 当社第一営業本部 第二営業部部長 就任
    2023年    2 月 当社第二営業本部 本部長 就任
    2024年    5 月 当社営業本部 本部長 就任
    2025年    4 月 当社執行役員営業本部長 就任（現任）

1,000株

（注）１. 岩崎遼氏は、新任の取締役候補者であります。
２. 彭雅秀氏は、社外取締役候補者であります。
３. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

－ 37 －
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取締役選任議案

４. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
彭雅秀氏は、企業で人材開発、HR戦略の立案などに従事したことで、豊富な知見を有し、当該知
見を活かして、現在は㈱スプレンデオを起業され、コーチングなどの人材育成サービスや組織改革
などのコンサルテーション、研修プログラムの立案サービスの提供を行っております。豊富な知見
と経験を活かして、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たし
ていただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

５. 彭雅秀氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の
時をもって３年となります。

６. 当社は、彭雅秀氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最
低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

７. 当社は、彭雅秀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認
された場合は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

８. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被
保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害が塡補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当
該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

９．彭雅秀氏は、職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は南雅秀で
あります。

－ 38 －



2026/04/02 13:15:33 / 25286633_アセンテック株式会社_招集通知_電子提供措置用

監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

１
しら

白
 

　
いし

石
 

　
 

　
 

　
ただし

正
(1953年２月17日)

    1975年    4 月 ㈱東海銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
    2002年    5 月 ㈱UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）執行役員
    2005年    5 月 同行 常務執行役員
    2009年    5 月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現㈱三菱UFJ銀行）

専務執行役員営業第二本部長
    2010年    5 月 同行 専務執行役員
    2010年    6 月 三菱UFJリース㈱（現三菱HCキャピタル

㈱）取締役副社長同執行役員兼務
    2012年    6 月 同社 取締役社長
    2017年    6 月 同社 取締役会長
    2021年    4 月 三菱HCキャピタル㈱ 特別顧問
    2021年    5 月 ㈱キーストーン・パートナース 社外取締

役（現任）
    2021年    7 月 藤久㈱ 社外取締役
    2022年    1 月 藤久ホールディングス㈱（現ジャパンクラ

フトホールディングス㈱）社外取締役
    2025年    11月 大黒屋ホールディングス㈱ 社外取締役

（現任）
（重要な兼職の状況）

㈱キーストーン・パートナース 社外取締役
大黒屋ホールディングス㈱ 社外取締役

－株

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役 松田英典氏、吉井清氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりま
す。また、当社の監査等委員である取締役 高谷英一氏は、本総会終結の時をもって、監査等委員で
ある取締役を辞任により退任されます。つきましては、監査等委員である取締役として３名の選任を
お願いしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 39 －
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社
の 株 式 数

２
くわ

桒
 

　
ばら

原
 

　
けい

桂
 

　
いち

一
(1962年７月14日)

    1986年    4 月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
    2000年    7 月 ＡＴ＆Ｔジャパン㈱ 入社

同社マーケティングプロモーション、アラ
イアンス＆ストラテジー 担当部長
同社ビジネス推進部 部長

    2010年    9 月 ㈱ＩＩＪグローバルソリューションズ 入
社 同社ソリューション営業推進部 部長
同社経営企画部 担当部長

    2020年    1 月 行政書士 桒原桂一事務所(現行政書士Ｃｏ
ｍＰａｓｓ経営・法律事務所) 代表 (現任)

    2021年    3 月 ㈱ハイパー 社外取締役 (現任)
（重要な兼職の状況）

行政書士ＣｏｍＰａｓｓ経営・法律事務所 代表
㈱ハイパー 社外取締役

－株

3
まつ

松
 

　
だ

田
 

　
ひろ

洋
 

　
し

志
(1979年５月28日)

    2006年    10月 弁護士登録
    2006年    10月 シティユーワ法律事務所 入所
    2018年    1 月 シティユーワ法律事務所パートナー (現

任)
    2021年    10月 ㈱ギア 社外監査役 (現任)

（重要な兼職の状況）
シティユーワ法律事務所 パートナー
㈱ギア 社外監査役

－株

（注）１．白石正氏、桒原桂一氏及び松田洋志氏は、新任の取締役候補者であります。
２．白石正氏、桒原桂一氏及び松田洋志氏は、社外取締役候補者であります。
３．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
４．社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
（１）白石正氏は、長年にわたる金融機関における豊富な経験を有するとともに、事業会社における代表

取締役社長、会長等を歴任しており、経営者としての豊富な経験と専門的な知見を活かし、公正中
立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したた
め、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

（２）桒原桂一氏は、コンピュータ業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を
有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただける
ものと判断したため、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

（３）松田洋志氏は、弁護士であり、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中
立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したた
め、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

５．当社は、監査等委員である取締役各氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
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監査等委員である取締役選任議案

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、法令が定める最低責任限度額としており、本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は白石
正氏、桒原桂一氏及び松田洋志氏との間で上記と同様の契約を締結する予定であります。

６．当社は、桒原桂一氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
て同取引所に届け出る予定であります。

７．当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被
保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受ける
ことによって生ずることのある損害が塡補されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当
該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 41 －
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地図
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